
規 則

�愛媛県規則第４１号
中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則を次のように定める。
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中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「法」と

いう。）、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（平成８年政令第１８号）及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則（平成６年厚生省令第６３号）に定めるもののほか、特定中国

残留邦人等に対する支援給付（法第１４条第１項に規定する支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第１項に規定する支援給付を含む。）

をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（委任）

第２条 法第１４条第４項（改正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例によるものとされた生活保護法（昭和

２５年法律第１４４号。以下「例による生活保護法」という。）第１９条第４項の規定に基づき、知事は、例による生活保護法第２４条から第２９

条まで、第３０条、第３１条、第３３条から第３７条まで、第４８条第４項、第６２条第３項及び第４項、第６３条、第７６条第１項、第７７条第２項、第

７８条、第８０条並びに第８１条に規定する支援給付の決定及び実施に関する事務を地方局長に委任する。

（備付書類）

第３条 地方局長は、被支援者（支援給付を受けている者をいう。以下同じ。）ごとに次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなけれ

ばならない。

� 面接記録票

� 支援給付台帳

� 支援給付決定調書
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� 支援給付金品支給台帳

� 被支援者記録表

２ 地方局長は、次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなければならない。

� 受付簿

� 被支援者番号索引簿

� 被支援者番号登載簿

� 支援給付申請書受理簿

� 医療券交付処理簿

� 介護券交付処理簿

３ 前２項に掲げる書類の様式は、生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の規定の例による。

（通知）

第４条 地方局長は、例による生活保護法第１９条第２項の規定により要支援者（支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。）

の現在地において支援給付を行ったときは、速やかに、前条第１項各号及び第６条に規定する書類の写しを添付して、その旨を被支援者

の居住地を所管する支援給付の実施機関（例による生活保護法第１９条第１項から第３項までの規定により支援給付を行うべき者をいう。

以下同じ。）の長に通知しなければならない。

２ 地方局長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要支援

者転出通知書（様式第１号）により当該支援給付の実施機関の長に通知しなければならない。

（申請書等）

第５条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書（様式第２号）によるものとする。ただし、現に医療支援給付以外の支援給付

又は介護支援給付以外の支援給付を受けている者が医療支援給付又は介護支援給付を申請する場合にあっては、支援給付変更申請書（様

式第３号）によるものとし、現に医療支援給付の開始の決定を受けている者が入院を要しない医療支援給付を申請する場合にあっては、

支援給付変更申請書（傷病届）（様式第４号）によるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、例による生活保護法第１８条第２項の規定による葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書（様式第５号）

によるものとする。

３ 支援給付申請書には、次に掲げる書類のうち、地方局長が必要と認めるもの及びその他地方局長が必要と認める書類を添付するものと

し、葬祭支援給付申請書には、地方局長が必要と認める場合には、第１号に掲げる書類を添付するものとする。

� 給与証明書（様式第６号）

� 住宅補修計画書（様式第７号）

� 生業計画書（様式第８号）

（決定通知書）

第６条 例による生活保護法第２４条第１項（同条第５項において準用する場合を含む。）及び第２５条第２項に規定する書面の様式は、支援

給付の開始又は変更を決定する場合にあっては支援給付決定通知書（様式第９号）、却下する場合にあっては支援給付申請却下通知書

（様式第１０号）とし、例による生活保護法第２６条第１項に規定する書面の様式は、支援給付廃止（停止）決定通知書（様式第１１号）とす

る。

（検診命令等）

第７条 地方局長は、例による生活保護法第２８条第１項の規定により検診の命令を行うときは、検診命令書等（様式第１２号）を交付しなけ

ればならない。

２ 例による生活保護法第２８条第１項の規定により検診命令を受けた要支援者の検診を行った医師又は歯科医師は、検診命令書等により地

方局長にその結果を報告するとともに、検診に要した費用を請求しなければならない。

（調査依頼）

第８条 地方局長は、例による生活保護法第２９条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、例による生活保護法第２９条の規定

に基づく調査依頼書（様式第１３号）を送付しなければならない。

（扶養照会）

第９条 地方局長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書（様式第１４号）を送付しなけれ

ばならない。

（入所依頼等）

第１０条 地方局長は、例による生活保護法第３０条第１項ただし書の規定により被支援者を入所させ、又は被支援者の入所若しくは養護を委

託するときは、施設の長又は私人に対し被支援者入所（養護）依頼書（様式第１５号）を送付しなければならない。

２ 施設の長は、被支援者を入所させたとき、又は被支援者が退所したときは、入所を依頼した地方局長に対し、入所（退所）通知書（様

式第１６号）によりその旨を通知しなければならない。

（支援給付金品の支給方法等）

第１１条 地方局長は、支援給付金品を交付しようとするときは、当該職員をして被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに類するもの

の提示を求めさせなければならない。
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２ 地方局長は、例による生活保護法第１９条第７項第３号の規定により町長に依頼して支援給付金品を交付しようとするときは、当該町長

に対し当該交付の日の３日前までに支援給付支給明細書（様式第１７号）２部を送付するとともに、その資金をあらかじめ当該町長に交付

しなければならない。

（医療要否意見書等）

第１２条 地方局長は、医療支援給付の申請があったときは支援給付に係る治療等の要否を判定するため、次に掲げる書類のうち必要と認め

るものを、指定医療機関又は指定を受けた施術者（以下「指定施術機関」という。）から徴するものとする。

� 医療要否意見書（様式第１８号）

� 精神疾患入院要否意見書（様式第１９号）

� 給付要否意見書（様式第２０号）

� 訪問看護要否意見書（様式第２１号）

２ 例による生活保護法第２４条第６項の規定により町長が支援給付変更申請書（傷病届）を受け取ったときは、当該町長は、直ちに診療依

頼書（入院外）（様式第２２号）を要支援者に交付するものとする。

（給付券等）

第１３条 医療支援給付又は介護支援給付の現物給付は、次に掲げる給付券等を交付して行うものとする。

� 医療券・調剤券（様式第２３号）

� 介護券（様式第２４号）

� 治療材料券・治療材料費請求明細書（様式第２５号）

� 施術券・施術報酬請求明細書（様式第２６号）

� 施術費給付承認書（はり・きゅう）・施術費給付請求書（はり・きゅう）（様式第２７号）

（受療連絡票）

第１４条 地方局長は、前条第５号に掲げる承認書を交付した場合において、交付を受けた者が他の指定医療機関で現に治療中であるときは、

はり・きゅう受療連絡票（様式第２８号）により当該指定医療機関に連絡しなければならない。

（診察料等の請求手続）

第１５条 指定医療機関が診察又は検査のみを行ったときは、診察料又は検査料を医療要否意見書により地方局長に請求するものとする。

２ 指定施術機関が初検のみを行ったときは、初検料を施術初検料請求書（様式第２９号）により地方局長に請求するものとする。

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者が同項に規定する訪問看護若しくは高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７８条第１項に規定する訪問看護を行った場合において、指定訪問看護の事業の人員及び運営に

関する基準（平成１２年厚生省令第８０号）第１３条第１項に規定する基本利用料以外の利用料に相当する費用を必要としたとき、介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者が同法第８条第４項に規定する訪問看護を行った場合におい

て、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第６６条第３項に規定する交通費に相当す

る費用を必要としたとき、又は同法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者が同法第８条の２第４項に規定する介護予防訪

問看護を行った場合において、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）第６９条第３項に規定する交通費に相当する費用を必要としたとき

は、これらの費用を訪問看護に係る利用料請求書（様式第３０号）により地方局長に請求するものとする。

（町長の協力事務）

第１６条 例による生活保護法第２４条第６項に規定する書面の様式は、支援給付申請に伴う調査書（様式第３１号）とする。

２ 町長は、その区域内の被支援者につき被支援世帯票（様式第３２号）を作成し、常にこれを整備しなければならない。

３ 町長は、第３条第１項第５号及び第２項第１号に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなければならない。

４ 町長は、その区域内の被支援者につきその状況の変動を認めた場合は、速やかに被支援者状況変動報告書（様式第３３号）により地方局

長に報告しなければならない。

５ 町長が例による生活保護法第１９条第７項第３号の規定により被支援者等に支援給付金品の交付を行う場合は、当該町の会計管理者は、

指定された交付日に当該支援者等から支援給付決定通知書又はこれに類するものの提示を求め、これと支援給付支給明細書を照合の上、

同明細書に従って支援給付金品を交付するとともに、速やかに、当該被支援者等の受領印のある同明細書を添えて支援給付交付金精算書

（様式第３４号）を地方局長に提出しなければならない。

（入所被支援者状況変更届出書）

第１７条 例による生活保護法第４８条第４項の規定による届出は、入所被支援者状況変更届出書（様式第３５号）を地方局長に提出してしなけ

ればならない。

（不服申立書）

第１８条 例による生活保護法第６４条に規定する審査請求又は例による生活保護法第６６条に規定する再審査請求は、審査（再審査）請求書

（様式第３６号）をそれぞれ知事又は厚生労働大臣に提出してしなければならない。

（繰替支弁）

第１９条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が例による生活保護法第７２条第１項に規定する厚生労働大臣の指定を受けよう

とするときは、当該施設の長は、繰替支弁施設指定申請書（様式第３７号）を知事に提出しなければならない。
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２ 市町又は地方局は、例による生活保護法第７２条の規定による繰替支弁をしたときは、支出した月の翌月末までに支援給付繰替支弁金計

算書（様式第３８号）に支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該費用を支弁すべき市町又は地方局に、その費用の弁償を請求しなけ

ればならない。

３ 市町又は地方局は、前項の請求を受けたときは、その請求を受けた日から３０日以内にこれを弁償しなければならない。

（支援給付負担金精算書）

第２０条 市長は、支援給付負担金精算（調）書（様式第３９号）を２部作成し、当該年度の歳入歳出決算書抄本を添付して、毎年６月１０日ま

でに知事に提出しなければならない。

２ 地方局長は、前項の支援給付負担金精算（調）書に準じて精算書を２部作成し、毎年６月１０日までに知事に提出しなければならない。

（保護施設事務費の精算）

第２１条 保護施設の管理者は、被支援者に係る保護施設事務費の精算について、生活保護法施行細則第２８条に規定する書類を同条の定める

ところにより知事に提出しなければならない。

（経理状況調）

第２２条 市長及び地方局長は、毎月支援給付経理状況調（様式第４０号）を作成し、翌月１０日までに知事に提出しなければならない。

（異なる様式の承認）

第２３条 地方局長又は市町長は、必要があるときは、あらかじめ知事の承認を受けてこの規則に定める様式と異なるものを用いることがで

きる。

（補則）

第２４条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 第１６条第５項の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）附則第３条第１項の規定により収入

役として在職するものとされた者は、第１６条第５項に規定する会計管理者とみなす。

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５７８



様式第１号（第４条関係） 要支援者転出通知書

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５７９



様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８０



愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８１



別紙１ 資産申告書

（表）

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８２



（裏）

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８３



別紙２（その１） 収入申告書（新規用）

（表）

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８４



（裏）

愛 媛 県 報平成２０年５月２３日 第１９６６号

５８５




